
 

消費生活用製品安全法（昭和４８年６月６日法律第３１号）の概要 

 

 

１．目的 

消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、

特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、

併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利

益を保護すること。（法第１条） 

 

２．概要 

＜ＰＳＣマーク制度＞ 

（１）製品流通前措置 

① 消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命

又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」

として政令で指定する。（法第２条第２項） 

② 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、製品ごとに省令で定めた技

術上の基準（法第３条）に適合していることを示す表示（ＰＳ（Product Safety

＝製品安全）Ｃ（Consumer＝消費者）マーク）を付したものでなければ、これら

を販売又は販売の目的で陳列することができない。（法第４条第１項） 

③ 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業届出を行い、自らが行う検査

によって技術基準への適合を確認し、その検査記録を作成し、これを保存する等

の義務を履行したときは、○ＰＳＣマークを付することができる。（法第１３条） 

④ 特定製品のうち、その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の

生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分で

ない者がいると認められる製品は「特別特定製品」として制令で指定し、事業者

自身の検査による安全確保に加え、登録検査機関による適合性検査を義務付けて

いる。（法第１２条第１項） 

⑤ 特別特定製品については、検査記録を作成・保存するとともに、さらに登録検

査機関の適合性検査を受け、かつ、同機関から証明書の交付を受け、これを保存

する等の義務を履行したときは、◇ＰＳＣマークを付することができる。（法第

１３条） 

 

特定製品 

家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド ※、登山用

ロープ、携帯用レーザー応用装置 ※、浴槽用温水循環器 ※、石油給湯機、石油ふ

ろがま、石油ストーブ、ライター※ 

※ 特別特定製品 

 

（２）製品流通後措置 

① 改善命令 



 

主務大臣は、届出事業者が法第１１条第１項の規定（基準適合義務等）に違反

していると認めるとき、法第６条第４号の措置（損害賠償措置）が法第１１条第

３項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるときには、届出事業者に

対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は

第６条第４号の措置をとるべきことを命ずることができる。（法第１４条） 

② 表示禁止命令 

主務大臣は、届出事業者に対し、基準不適合な特定製品を製造又は輸入した場

合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に

必要があると認めるとき、検査記録の作成・保存を行わず又は特別特定製品にあ

っては適合性検査を受けずに製造又は輸入したとき等の当該違反に係る特定製

品の属する型式について、１年以内の期間を定めて表示を付することを禁止する

ことができる。（法第１５条） 

③ 危害防止命令 

主務大臣は、特定製品に関し、無表示品、基準不適合品の製造、輸入又は販売

により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認め

る場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するために特に必要があると認

めるときは、当該事業者に対し、製品の回収等の措置をとるべきことを命ずるこ

とができる。（法第３２条） 

また、特定製品以外の消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場

合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する

急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に

必要があると認めるときは、法第３２条の規定又は政令で定める他の法律の規定

に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限

度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製

造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用

製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防

止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。（法第３９条） 

④ 報告の徴収及び立入検査 

主務大臣は、法律の施行に必要があると認めるときには、消費生活用製品の製

造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者並びに登録検

査機関に対し、その業務の状況に関し報告（法第４０条第１項及び第２項）をさ

せ、またその職員等に、事務所、工場、事業場、倉庫又は事業所等に立ち入り、

消費生活用製品、業務の状況、帳簿、書類、その他の物件を検査（法第４１条第

１項～第８項）させることができる。 

⑤ 主務大臣に対する申出 

何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生

を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体

について危害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨

を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。（法第５２条第

１項） 



 

この申出があった場合、主務大臣は、必要な調査を行い、申出内容が事実であ

ると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければなら

ない。（法第５２条第２項） 

⑥ 罰則 

特定製品の販売制限、表示制限、表示禁止、登録検査機関の登録の取消し等、

体制整備命令、危害防止命令の違反者等は、１年以下の懲役若しくは百万円以下

の罰金等に処せられる（法第５８条～第６２条）。 

 

＜製品事故情報報告・公表制度＞ 

（１）製品事故 

① 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故。（法第２条第５項第

１号） 

② 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は

身体に対する危害が発生するおそれのあるもの。（法第２条第５項第２号） 

（２）重大製品事故 

製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとし

て、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。

（法第２条第６項） 

（３）報告及び公表 

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る当該

消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活

用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入

した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。（法第３５条第

１項） 

主務大臣は、法第３５条第１項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事

故が生じたことを知った場合において、当該製品事故に係る消費生活用製品による

一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必

要があると認めるときは、法第３５条第３項の規定による通知をした場合を除き、

当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消

費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。（法第

３６条第１項） 

（４） 体制整備命令 

主務大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が法第３５条第１項

の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は

輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当

該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る

消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを

適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。（法

第３７条） 

 



 

＜長期使用製品安全点検・表示制度＞ 

（１）長期使用製品安全点検制度 

① 消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生

じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと

認められる製品で、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当な

ものを「特定保守製品」として政令で指定する。（法第２条第４項） 

特定保守製品 

屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、LP ガス用）、屋内式ガスバーナー付ふろが

ま（都市ガス用、LP ガス用）、石油給湯機、密閉燃焼（ＦＦ）式石油温風暖房機、

ビルトイン式電気食器洗機、石油ふろがま、浴室用電気乾燥機 

② 特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者（特定製造事業者等）は、特定保

守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等（法第３２条の３、４及び９～

１２）、特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備（法第３２条の１５、１

８及び１９）を行う。 

③ 特定保守製品の販売事業者等（特定保守製品取引事業者）は、引渡時の説明（法 

第３２条の５）及び所有者情報提供への協力（法第３２条の８）を行う。 

④ 関連事業者（特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置

工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者）は、特定保守製品の所有者

に対して法第３２条の５第１項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう

努めなければならない。（法第３２条の７） 

⑤ 特定保守製品の所有者等（賃貸人を含む。）は、特定保守製品の保守に関する

情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとする。

（法第３２条の１４第１項及び第２項） 

⑥ 主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情

により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品

について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを

公表しなければならない。（法第３２条の１７） 

 

（２）長期使用製品安全表示制度 

点検を実施するほどではないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長

期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。（電気用品の技術上の基準

を定める省令） 

 

対象品目 

扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ 

 

お問い合わせ：経済産業省 商務流通保安グループ 製品安全課 

ＴＥＬ ０３－３５０１－４７０７、ＦＡＸ ０３－３５０１－６２０１ 

ホームページ http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html 

 

http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html

